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酒酔い運転 
ドライバー ５年以下の懲役または100万円以下の罰金 

車両の提供者 ５年以下の懲役または 100万円以下の罰金 

酒類の提供者 ３年以下の懲役または 50万円以下の罰金 

同 乗 者 ３年以下の懲役または50万円以下の罰金 

酒気帯び運転 
ドライバー ３年以下の懲役または50万円以下の罰金 

車両の提供者 ３年以下の懲役または 50万円以下の罰金 

酒類の提供者 ２年以下の懲役または 30万円以下の罰金 

同 乗 者 ２年以下の懲役または30万円以下の罰金 

酒酔い運転 

違 反 点 数 

免許取消し 欠格期間３年 35 点 
罰    則 

５年以下の懲役または 

1 0 0 万 円 以 下 の 罰 金 

酒気帯び運転 

免許取消し 

違 反 点 数 

欠格期間２年 25 点 
13 点 
罰 則 

３年以下の懲役または 

5 0 万 円 以 下 の 罰 金 

車両提供の禁止 

酒類提供の禁止 

飲酒運転車両への 

同乗の禁止 

酒気を帯びていて飲酒運

転をするおそれのある人

に 車 両 を 提 供 す れ

ば・・・・・・ 

飲酒運転するおそれのあ

る人に酒類を提供すれ

ば・・・・・ 

運転者が酒気を帯びてい

ることを知りながら、自己

を搬送するよう要求、依

頼、同乗すれば・・・・・ 
罰 則 

◎運転者が酒酔い運転をした場合   ３年以下の懲役または 50万円以下の罰金 

◎運転者が酒気帯び運転をした場合  ２年以下の懲役または 30万円以下の罰金 

ハンドルキーパー 

お酒を飲まない人を

決め、その人が仲間を

自宅まで送り届ける。 

運転者と同罪 

免許停止 90 日 


